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鳥取県告示第317号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第171条第４項の規定に基づき､ 出納長をしてその権限に属する事務の一

部を次のとおり委任させたので､ 同条第５項において準用する同法第170条第４項後段の規定により告示する｡

平成18年４月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 委任させた事務及び委任を受けた出納員

次の表の左欄に掲げる事務をそれぞれ同表の右欄に掲げる出納員に委任させる｡
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委任させた事務 委任を受けた出納員

鳥取県専修学校等奨学資金貸付規則 (昭和62年鳥取県規則

第56号) 第13条第１項の規定により返還される奨学金の収

納事務

鳥取県総務部人権局同和対策課

課長補佐 小林 誠

副主幹 古川 義秀

�����
平成18年４月25日(火)

第７７８１号

毎週火･金曜日発行



２ 委任期間

平成18年４月25日から平成19年３月31日まで

鳥取県告示第318号

鳥取県債権管理事務取扱規則 (昭和39年鳥取県規則第16号) 第７条に規定する徴収吏員について､ 地方自治法

(昭和22年法律第67号) 第171条第４項の規定に基づき､ 出納長をしてその権限に属する事務の一部を次のとおり

委任させたので､ 同条第５項において準用する同法第170条第４項後段の規定により告示する｡

平成18年４月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 委任させた事務

行政代執行法 (昭和23年法律第43号) 第２条の規定に基づく代執行に係る費用の収納事務

２ 委任を受けた出納員

鳥取県生活環境部循環型社会推進課

課 長 亀井 雅議

課長補佐 坂口 貴志

課長補佐 伊澤 史隆

主 幹 岩田 憲之

副 主 幹 福政 民栄

副 主 幹 朝倉 学

主 任 小谷 博之

主 任 後藤田 拓也

衛生技師 川崎 和恵

３ 委任期間

平成18年４月25日から平成19年３月31日まで

鳥取県告示第319号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第84条において準用する同法第18条第16項の規定に基づき､ 次のとおり

東伯地区土地改良区連合から役員が就任した旨の届出があったので､ 同法第84条において準用する同法第18条第

17項の規定により告示する｡

鳥 取 県 公 報 第7781号平成18年４月25日 火曜日�

主事 梶川 和則

主事 濱橋 正彰

中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律

の一部を改正する法律 (平成11年法律第222号) 附則第４

条の規定によりなお従前の例によることとされる同法によ

る改正前の中小企業近代化資金等助成法 (昭和31年法律第

115号) 第３条の規定に基づく貸付金及び鳥取県中小企業

高度化資金等貸付規則 (昭和63年鳥取県規則第31号) 第３

条の規定に基づく貸付金の収納事務

鳥取県商工労働部経済政策課

金融係長 山田 昇

副主幹 福田 憲一

久本砕石株式会社役員に対する損害賠償請求事件 (平成14

年(ワ)第182号) の債権差押えに係る収納事務

鳥取県県土整備部治山砂防課

課長補佐 森本 茂樹



平成18年４月25日

鳥取県中部総合事務所長 山 本 光 範

就任した役員の氏名及び住所

理 事 松 本 昭 夫 東伯郡北栄町江北671

〃 山 下 一 郎 東伯郡琴浦町大字森藤128

平成18年３月22日就任 任期 ３年

鳥取県告示第320号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第18条第16項の規定に基づき､ 次のとおり若土土地改良区から役員が退

任し､ 及び就任した旨の届出があったので､ 同条第17項の規定により告示する｡

平成18年４月25日

鳥取県中部総合事務所長 山 本 光 範

退任した役員の氏名及び住所

理 事 米 田 收 倉吉市鴨河内1010

〃 佐 治 要 倉吉市鴨河内381－１

〃 米 田 健 二 倉吉市鴨河内1008

〃 西 村 達 夫 倉吉市鴨河内1101－９

〃 岡 本 洋 介 倉吉市鴨河内1105－１

〃 米 田 恒 和 倉吉市鴨河内901

〃 大 森 常 敏 倉吉市鴨河内674

幹 事 西 村 進 倉吉市鴨河内464－１

〃 米 田 家 嗣 倉吉市鴨河内1019

〃 馬 西 明 徳 倉吉市鴨河内1105－２

平成18年４月９日退任

就任した役員の氏名及び住所

理 事 岡 本 洋 介 倉吉市鴨河内1105－１

〃 西 村 達 夫 倉吉市鴨河内1101－９

〃 米 田 健 二 倉吉市鴨河内1008

〃 米 田 收 倉吉市鴨河内1010

〃 米 田 恒 和 倉吉市鴨河内901

〃 佐 治 要 倉吉市鴨河内381－１

〃 山 本 正 雄 倉吉市鴨河内451

幹 事 黒 川 和 倉吉市鴨河内1228

〃 西 村 進 倉吉市鴨河内464－１

〃 米 田 家 嗣 倉吉市鴨河内1019

平成18年４月10日就任 任期 ４年

鳥取県告示第321号

障害者自立支援法 (平成17年法律第123号) 第29条第１項の規定に基づき､ 指定障害福祉サービス事業者を指

定したので､ 同法第51条の規定により次のとおり告示する｡

鳥 取 県 公 報 第7781号平成18年４月25日 火曜日 �



平成18年４月25日

鳥取県西部総合事務所長 大 西 喜 久 子

鳥取県告示第322号

障害者自立支援法 (平成17年法律第123号) 第46条第１項の規定に基づき､ 指定障害福祉サービス事業者から

指定に係る障害福祉サービス事業を行う事業所の所在地を変更した旨の届出があったので､ 同法第51条の規定に

より次のとおり告示する｡

平成18年４月25日

鳥取県西部総合事務所長 大 西 喜 久 子

鳥取県告示第323号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第113条の２第１項の規定に基づき､ 次のとおり土地改良事業の工事を完

了した旨の届出があったので､ 同条第２項の規定により告示する｡

平成18年４月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県告示第324号

漁船損害等補償法施行令 (昭和27年政令第68号) 第５条第１項の規定に基づき､ 漁船損害等補償法 (昭和27年

鳥 取 県 公 報 第7781号平成18年４月25日 火曜日�

名 称

主たる事務所の

所在地

指定障害福祉サー

ビス事業を行う事

業所の名称

指定障害福祉サー

ビス事業を行う

事業所の所在地

指定障害福祉

サービスの種

類

指定年月日

社会福祉法人あし

ーど

米子市道笑町二

丁目126

ヘルプサービスぽ

けっと

米子市道笑町二

丁目126

居宅介護､ 外

出介護

平成18年４月１日

〃 〃
アシスタントサー

ビスぽけっと
〃 〃 〃

〃 〃
デイセンターあい

える

米子市安倍248

－１

障害者デイサー

ビス
〃

名 称

主たる事務所の

所在地

指定障害福祉サー

ビス事業を行う事

業所の名称

指定障害福祉サー

ビス事業を行う

事業所の所在地

指定障害福祉

サービスの種

類

変更年月日

社会福祉法人祥和

会

西伯郡南部町福

成3293

サポートセンター

なごみ

西伯郡南部町福

成3293

居宅介護､ 外

出介護､ 行動

援護

平成18年４月１日

事業主体 土 地 改 良 事 業 の 名 称 工事完了年月日

倉吉市 基盤整備促進事業 北面地区 農業用用排水及び暗きょ排水 平成18年３月24日



法律第28号) 第112条第１項の規定による同意を求めることについての届出があったので､ 同令第５条第３項の

規定により､ 次のとおり告示する｡

平成18年４月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

労 働 委 員 会 告 示

鳥取県労働委員会告示第１号

労働委員会規則 (昭和24年中央労働委員会規則第１号) 第68条第１項の規定により､ 鳥取県労働委員会あっせ

ん員候補者の氏名､ 閲歴等を次のとおり告示する｡

平成18年４月25日

鳥取県労働委員会会長 太 田 正 志

鳥 取 県 公 報 第7781号平成18年４月25日 火曜日 �

届 出 事 項 指定漁船調書の縦覧

発起人の住所及び氏名 加入区の名称

漁船損害等補

償法第113条

第１項の申出

の相手方とな

る漁業協同組

合の名称

場 所 期 間

米子市大崎1707－２

武良 賢治

米子市皆生温泉一丁目８

－27

福景 順一

米子加入区 米子市漁業協

同組合

米子市灘町一丁目無番地

米子市漁業協同組合

平成18年４月25日から

同年５月９日まで

氏 名 住 所 現 職 等 委嘱年月日

松 田 道 昭 東伯郡琴浦町
元鳥取県議会議員

鳥取県労働委員会委員
平成17年３月28日

杉 本 善三郎 倉吉市 弁護士 平成17年４月14日

安 本 仁 子 米子市

鳥取地方裁判所米子支部民事調停委員

米子簡易裁判所民事調停委員

近畿大学豊岡短期大学特任教授

鳥取県労働委員会委員

平成17年３月28日

安 酸 早 苗 米子市
社会保険労務士

鳥取県労働委員会委員
〃

太 田 正 志 米子市 弁護士 〃



議 会 告 示

鳥取県議会告示第５号

鳥 取 県 公 報 第7781号平成18年４月25日 火曜日�

鳥取県労働委員会委員 (会長)

松 本 伸 介 八頭郡八頭町

鳥取地方裁判所民事調停委員

鳥取簡易裁判所民事調停委員

司法書士

平成17年４月14日

河 本 充 弘 鳥取市
弁護士

鳥取県労働委員会委員 (会長代理)
平成17年３月28日

長 井 いずみ 鳥取市

鳥取地方裁判所民事調停委員

鳥取簡易裁判所民事調停委員

税理士

平成17年４月14日

竹 内 篤 子 鳥取市
元全国労働者共済生活協同組合連合会鳥取県本部職員

鳥取県労働委員会委員
平成17年３月28日

仁 宮 敬 富 島根県松江市
全国一般労働組合鳥取地方本部会長

鳥取県労働委員会委員
〃

川 瀬 滋 子 鳥取市
鳥取市嘱託職員

鳥取県労働委員会委員
平成17年４月14日

磯 江 智 昭 東伯郡湯梨浜町
私鉄中国地方労働組合日ノ丸自動車支部執行委員長

鳥取県労働委員会委員
平成17年３月28日

安 田 邦 夫 米子市 日本労働組合総連合会鳥取県連合会会長 平成17年４月14日

五十嵐 美知義 鳥取市 日本労働組合総連合会鳥取県連合会事務局長 〃

竹 内 克 徳 鳥取市
鳥取三洋電機労働組合中央執行委員長

鳥取県労働委員会委員
平成17年３月28日

手 嶋 ひとみ 東伯郡北栄町 日本労働組合総連合会鳥取県連合会職員 〃

三 橋 明 鳥取市
山陰酸素工業株式会社代表取締役副社長

鳥取県労働委員会委員
〃

住 田 篤 美 米子市 米子商工会議所専務理事 平成17年４月14日

石 富 和 彦 鳥取市 株式会社鳥取銀行常勤監査役 〃

山 根 邦 重 東伯郡琴浦町 倉吉商工会議所専務理事 〃

上 原 信 一 鳥取市
社団法人鳥取県経営者協会専務理事

鳥取県労働委員会委員
平成17年３月28日

山 本 智 通 米子市
境港海陸運送株式会社代表取締役社長

鳥取県労働委員会委員
〃

川 口 眞佐子 鳥取市
株式会社川口義治商店常務取締役

鳥取県労働委員会委員
〃

稲 井 幾 子 倉吉市
株式会社いない取締役副社長

鳥取県労働委員会委員
〃

足 田 晃 鳥取市 鳥取県労働委員会事務局長 平成18年４月１日

竹 本 英 雄 鳥取市 鳥取県労働委員会事務局次長兼審査調整課長 平成14年４月１日



鳥取県議会情報公開条例 (平成12年鳥取県条例第59号) 第18条の規定により､ 平成17年４月１日から平成18年

３月31日までの間の同条例の運用状況を次のとおり公表する｡

平成18年４月25日

鳥取県議会議長 前 田 宏

１ 公文書開示請求の件数及び処理状況

２ 異議申立ての件数及び処理状況

該当なし

調 達 公 告

随意契約の相手方を決定したので､ 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 (平成

７年政令第372号) 第11条の規定に基づき､ 次のとおり公告する｡

平成18年４月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 調達件名及び数量 税務事務総合電算処理システム 一式

２ 契 約 方 式 随意契約

３ 契 約 日 平成18年４月１日

４ 契約の相手方の名称 財団法人鳥取県情報センター

及び所在地 鳥取市東町一丁目220

５ 契 約 金 額 94,648,785円 (消費税及び地方消費税の額を含む｡)

６ 随意契約による理由 随意契約の相手方と既に契約を締結した特定役務に関連して提供を受ける同種の特

定役務の調達をするものであり､ 随意契約の相手方以外の者から調達をするとその特

定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるため｡ (地方公共団

体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１項第２号)

７ 契約事務担当部局の 鳥取県総務部税務課

名称及び所在地 鳥取市東町一丁目220

一般競争入札により落札者を決定したので､ 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令 (平成７年政令第372号) 第11条の規定に基づき､ 次のとおり公告する｡

平成18年４月25日

鳥取県営病院事業管理者 坂 出 徹

鳥 取 県 公 報 第7781号平成18年４月25日 火曜日 �

件 数

処 理 状 況

全部開示 一部開示 非開示 開示請求拒否 不存在 取下げ

２件 １件 １件



１ 調 達 件 名 及 び 数 量 心臓手術用カテーテル (冠動脈用ステントセット再狭窄
さく

抑制型) 130本

２ 契 約 方 式 一般競争入札

３ 落 札 日 平成18年３月23日

４ 落札者の名称及び所在地 有限会社メディス

鳥取市北園二丁目200

５ 落 札 金 額 １本につき376,320円 (消費税及び地方消費税の額を含む｡)

６ 入 札 公 告 日 平成18年２月７日

７ 落 札 方 式 最低価格落札方式

８ 契約事務担当部局の名称 鳥取県病院局総務課

及び所在地 鳥取市東町一丁目220

一般競争入札により落札者を決定したので､ 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令 (平成７年政令第372号) 第11条の規定に基づき､ 次のとおり公告する｡

平成18年４月25日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 調 達 件 名 及 び 数 量 鳥取県警察本部交通管制システム保守委託業務 一式

２ 契 約 方 式 一般競争入札

３ 落 札 日 平成18年３月24日

４ 落札者の名称及び所在地 住友電工フィールドシステム株式会社

東京都文京区関口一丁目43－５

５ 落 札 金 額 年額53,235,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む｡)

６ 入 札 公 告 日 平成18年２月10日

７ 落 札 方 式 最低価格落札方式

８ 契約事務担当部局の名称 鳥取県警察本部警務部会計課

及び所在地 鳥取市東町一丁目271
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